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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材と、
　前記透明基材の一方の表面上に形成された金属電極および前記透明基材の他方の表面上
に形成された透明電極からなるセンサ電極と、
　を有し、
　前記金属電極が、表面が低反射処理された金属層からなり、
　前記透明基材の前記金属電極が形成された表面上に、前記金属層と同一の金属材料を用
いて形成された金属層および導電性を有する無機酸化物材料からなる密着層がこの順で形
成された外部接続端子を有することを特徴とするタッチパネルセンサ。
【請求項２】
　前記透明基材の前記金属電極が形成された表面上に、前記金属電極と電気的に接続され
ていないダミーパターンを有することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネルセンサ
。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のタッチパネルセンサと、
　前記タッチパネルセンサの一方の表面上に形成された表示装置と、
　を有することを特徴とするタッチパネル付表示装置。
【請求項４】
　透明基材と、前記透明基材の一方の表面上に形成された金属電極および前記透明基材の
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他方の表面上に形成された透明電極からなるセンサ電極と、を有し、前記金属電極が、表
面が低反射処理された金属層からなり、前記透明基材の前記金属電極が形成された表面上
に、前記金属層と同一の金属材料を用いて形成された金属層および導電性を有する無機酸
化物材料からなる密着層がこの順で形成された外部接続端子を有するタッチパネルセンサ
の製造方法であって、
　前記透明基材の一方の表面上にのみ前記金属層が積層されてなる積層体を準備する準備
工程と、
　前記金属層上にパターン状のレジストを形成するレジスト形成工程と、
　前記レジストをマスクとして、前記金属層をエッチングするエッチング工程と、
　前記金属層に対して低反射処理を行う低反射処理工程と、
　前記準備工程および前記レジスト形成工程の間に、前記金属層上に前記無機酸化物材料
からなる密着層を形成する密着層形成工程と、
　を有することを特徴とするタッチパネルセンサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高感度かつ視認性に優れたタッチパネル付表示装置を形成可能なタッチパネ
ルセンサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、入力手段として、タッチパネルが広く用いられている。タッチパネルは、多くの
場合、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の表示装置が組み込まれた種々の装置
等（例えば、券売機、ＡＴＭ装置、携帯電話、ゲーム機）に対する入力手段として、表示
装置とともに用いられている。このような装置において、タッチパネルは表示装置の表示
面上に配置され、これにより、タッチパネルは表示装置に対する極めて直接的な入力を可
能にする。
【０００３】
　このようなタッチパネルとしては、様々な方式のものが実用化されている。このなかで
、静電容量方式と呼ばれるものは、第１電極／電極間絶縁層／第２電極の層構造を有する
タッチパネルセンサと、電極への電力供給や検知信号の出力のためにタッチパネルセンサ
の外部接続端子に接続されるフレキシブルプリント配線板（以下、ＦＰＣと称する場合が
ある。）とを有するものが用いられる（例えば、特許文献１～５）。そして、タッチパネ
ルの表面のタッチパネル面に微弱な電流を流して電界を形成し、指等の導電体が軽く触れ
た場合の静電容量値の変化を電圧の低下等に変換して検知することにより得られた接触位
置を信号として出力する。
【０００４】
　静電容量方式に用いられるタッチパネルセンサとしては、一般的には、一対の対向する
透明基板上に電極および外部接続端子が形成されたものが知られている（例えば、特許文
献１～４）。また、別の態様としては、電極および外部接続端子が一枚の透明基板の両面
にそれぞれ形成されたもの（以下、両面タイプタッチパネルセンサとする場合がある。）
が知られている（例えば、特許文献５）。
　また、タッチパネルセンサに用いられる電極としては、通常、視認性向上の観点から透
明な材料からなる透明電極が用いられるが（例えば、特許文献１～５）、近年の高感度化
の要請により非透明な金属材料からなるもの（以下、金属電極とする場合がある。）も検
討されている（例えば、特許文献６～９）。
　ここで、金属電極を用いる場合には、金属電極が有する金属光沢による視認性低下に対
して金属電極に黒化処理等の低反射処理を施し、視認性向上を図ることがある。しかしな
がら、透明基材の両面に金属電極が形成されている場合において、金属電極の透明基材と
の接着面に対して低反射処理を施すことができないことから、一方の表面側からみた場合
に他方の透明基材側に形成された金属電極の金属光沢により視認性が低下するといった問
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題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－６４３４３号公報
【特許文献２】特開平９－１４６６８０号公報
【特許文献３】特許第２５８７９７５号
【特許文献４】特開２０１１－１２４３３２号公報
【特許文献５】特開２０１１－７６５１４号公報
【特許文献６】特許第４６１０４１６号
【特許文献７】特開２０１０-２８６８８６号公報
【特許文献８】特開２００４-１９２０９３号公報
【特許文献９】特開２０１０-２７７３９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、高感度かつ視認性に優れたタッチ
パネル付表示装置を形成可能なタッチパネルセンサを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、透明基材と、上記透明基材の一方の表面上に形
成された金属電極および上記透明基材の他方の表面上に形成された透明電極からなるセン
サ電極と、を有し、上記金属電極が、表面が低反射処理された金属層からなることを特徴
とするタッチパネルセンサを提供する。
【０００８】
　本発明によれば、透明基材の一方の表面上に低反射処理された金属電極が形成され、他
方の表面上に透明電極が形成されていることにより、視認性に優れたものとすることがで
きる。
　また、センサ電極のうちの一つが金属電極であることにより、低抵抗なセンサ電極とす
ることができ、本発明のタッチパネルセンサをタッチパネル付表示装置に用いた場合には
、高感度なものとすることができる。
【０００９】
　本発明においては、上記透明基材の上記金属電極が形成された表面上に、上記金属電極
と電気的に接続されていないダミーパターンを有することが好ましい。金属電極を不可視
性に優れたものとすることができるからである。
【００１０】
　本発明は、上述のタッチパネルセンサと、上記タッチパネルセンサの一方の表面上に形
成された表示装置と、を有することを特徴とするタッチパネル付表示装置を提供する。
【００１１】
　本発明によれば、上述のタッチパネルセンサを有することにより、高感度かつ視認性に
優れたタッチパネル付表示装置を形成可能なものとすることができる。
【００１２】
　本発明は、透明基材と、上記透明基材の一方の表面上に形成された金属電極および上記
透明基材の他方の表面上に形成された透明電極からなるセンサ電極と、を有し、上記金属
電極が、表面が低反射処理された金属層からなるタッチパネルセンサの製造方法であって
、上記透明基材の一方の表面上にのみ上記金属層が積層されてなる積層体を準備する準備
工程と、上記金属層上にパターン状のレジストを形成するレジスト形成工程と、上記レジ
ストをマスクとして、上記金属層をエッチングするエッチング工程と、上記金属層に対し
て低反射処理を行う低反射処理工程と、を有することを特徴とするタッチパネルセンサの
製造方法を提供する。
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【００１３】
　本発明によれば、上記金属層に対して低反射処理を行うことにより、視認性に優れたタ
ッチパネルセンサを得ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、高感度かつ視認性に優れたタッチパネル付表示装置を形成可能なタッチパネ
ルセンサを提供できるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のタッチパネルセンサの一例を示す概略平面図である。
【図２】図１のＡで示されるセンサ電極の拡大図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】図２のＣ－Ｃ線断面図である。
【図５】本発明におけるセンサ電極を説明する説明図である。
【図６】本発明のタッチパネルセンサの他の例を示す概略断面図である。
【図７】本発明のタッチパネルセンサの他の例を示す概略断面図である。
【図８】本発明のタッチパネルセンサの他の例を示す概略平面図である。
【図９】図８のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１０】本発明におけるダミーパターンを説明する説明図である。
【図１１】本発明におけるダミーパターンを説明する説明図である。
【図１２】本発明の表示装置の一例を示す概略断面図である。
【図１３】本発明のタッチパネルセンサの製造方法の一例を示す工程図である。
【図１４】本発明のタッチパネルセンサの製造方法の一例を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、タッチパネルセンサおよびそれを用いたタッチパネル付表示装置ならびにタ
ッチパネルセンサの製造方法に関するものである。
　以下、本発明のタッチパネルセンサ、タッチパネル付表示装置およびタッチパネルセン
サの製造方法について説明する。
【００１７】
Ａ．タッチパネルセンサ
　まず、タッチパネルセンサについて説明する。
　本発明のタッチパネルセンサは、透明基材と、上記透明基材の一方の表面上に形成され
、表面が低反射処理された金属層である金属電極、および上記透明基材の他方の表面上に
形成された透明電極からなるセンサ電極と、を有することを特徴とするものである。
【００１８】
　このような本発明のタッチパネルセンサについて図を参照して説明する。図１は、本発
明のタッチパネルセンサの一例を示す概略平面図である。また、図２は、図１のＡで示さ
れるセンサ電極周辺の拡大図であり、図３は図１のＢ－Ｂ線断面図であり、図４は図２の
Ｃ－Ｃ線断面図である。図１～図４に例示するように、本発明のタッチパネルセンサ１０
は、透明基材１と、上記透明基材１の一方の表面上に形成された金属電極２ａおよび上記
透明基材１の他方の表面上に形成された透明電極２ｂからなるセンサ電極２と、を有し、
上記金属電極２ａが、表面が低反射処理され、メッシュ状に形成された金属層２Ｘからな
るものであり、透明電極は透明電極材料層２Ｙからなるものである。
　なお、この例においては、金属電極２ａおよび透明電極２ｂは、タッチパネル使用者が
視認可能なアクティブエリア１２内に形成されており、引き回し配線５は、アクティブエ
リア１２の外側の非アクティブエリア内に形成され、末端において外部接続端子と接続さ
れている。また、上記センサ電極２が同一の透明基材上に形成されるものである。
【００１９】
　本発明によれば、透明基材の一方の表面上に低反射処理された金属電極が形成され、他
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方の表面上に透明電極が形成されていること、すなわち、透明基材の他方の表面上に、セ
ンサ電極として低反射処理された金属電極が形成されていないことにより、低反射処理さ
れていない金属層の透明基材との接着面側表面が上記透明基材を透過して視認されること
を防ぐことができる。また、透明基材の一方の表面上に形成された金属電極が、表面が低
反射処理された金属層であり、不可視性に優れるものであるため、本発明のタッチパネル
センサを用いてタッチパネル付表示装置に用いた場合には、表示装置に表示される情報の
視認性に優れたものとすることができる。
　また、センサ電極のうちの一つが金属電極であることにより、低抵抗なセンサ電極とす
ることができ、本発明のタッチパネルセンサをタッチパネル付表示装置に用いた場合には
、高感度なものとすることができる。
【００２０】
　本発明のタッチパネルセンサは、透明基材およびセンサ電極を少なくとも有するもので
ある。
　以下、本発明のタッチパネルセンサの各構成について詳細に説明する。
【００２１】
１．センサ電極
　本発明におけるセンサ電極は、上記金属電極および透明電極からなるものである。
　また、センサ電極は、通常、透明基材のアクティブエリア内に形成されるものである。
【００２２】
　ここで、センサ電極が、上記透明基材上に形成された金属電極および透明電極からなる
ものであるとは、接触位置の検出に用いられるセンサ電極が、金属電極および透明電極の
みからなるものであり、他に接触位置の検出用に形成された電極を含まないことをいうも
のである。
【００２３】
（１）金属電極
　本発明における金属電極は、上記透明基材の一方の表面上に形成され、表面が低反射処
理された金属層からなるものである。
【００２４】
　本発明における金属層を構成する金属材料としては、所望の導電性を有し、かつ遮光性
を有するものであれば特に限定されるものではないが、例えば、アルミニウム、モリブデ
ン、銀、クロム、銅等の金属や、銀、パラジウムおよび銅を含んでなるＡＰＣ合金等、こ
れらの金属を含む合金等を挙げることができ、なかでも、銀、銅、及びそれらの合金であ
ることが好ましい。上記金属層を構成する金属材料が上述の材料であることにより、上記
金属電極を導電性に優れたものとすることができるからである。
【００２５】
　本発明における低反射処理としては、金属層による外光等の反射を低減できるものであ
れば特に限定されるものではないが、例えば、黒化処理等を挙げることができる。
　本発明における黒化処理としては、金属層の表面を黒色化させるものであれば良く、一
般的に用いられる処理を使用することができる。具体的には、特開２００６－２３３３２
７号公報に開示される酸化テルル、塩酸、酢酸および水等の混合液にて銀、銅、金および
その合金表面の黒化処理を行う方法や、国際公開公報２００９－０５４２７３号等に記載
の方法を挙げることができる。
【００２６】
　本発明における金属電極表面の反射率、すなわち、低反射処理された金属層の反射率と
しては、本発明のタッチパネルセンサをタッチパネル付表示装置に用いた際に、視認性良
く表示装置に表示される情報を視認できるものであれば特に限定されるものではないが、
上記透明基材表面での反射率と同程度であることが好ましく、より具体的には、上記透明
基材上に金属電極が形成された基板の金属電極が形成された側の表面の平均の反射率が、
１４％以下とするものであることが好ましく、なかでも、１２％以下とするものであるこ
とが好ましく、特に、１１％以下とするものであることが好ましい。上記反射率が上述の
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範囲内であることにより、上記金属電極を不可視性に優れるものであるため、本発明のタ
ッチパネルセンサを用いてタッチパネル付表示装置に用いた場合には、表示装置に表示さ
れる情報の視認性に優れたものとすることができる。
　また、金属電極単体の表面の反射率としては、１０％～２０％の範囲内であることが好
ましい。
　なお、反射率は光学測定器にてＪＩＳ　Ｋ７１０５に従って測定したものをいう。光学
測定器は市販品を用いることができ、例えば、村上色彩技術研究所製ＨＲ－１００が用い
ることができる。
　また、金属電極が形成された側の表面の平均の反射率とは、上記基板の金属電極が形成
された表面のうち、アクティブエリア全域の平均反射率をいうものであり、具体的には、
アクティブエリア内の任意に選択される全ての直径２０ｍｍの領域が満たすことができる
反射率をいうものである。
【００２７】
　本発明における金属層の平面視上のパターンおよび厚み、ならびに上記金属電極の平面
視上のパターンおよび開口率としては、接触位置の検出を精度良く行えるものであれば特
に限定されるものではなく、特許第４６１０４１６号、特開２０１０-２８６８８６号公
報、特開２００４-１９２０９３号公報、特開２０１０-２７７３９２号公報や特開２０１
１－１２９５０１号公報等に示されるような、金属材料からなる金属電極を用いる一般的
なタッチパネルセンサと同様とすることができる。
　具体的には、金属層の平面視上のパターンとしては、所望の光透過率を達成可能な開口
部を有するものであれば特に限定されるものではないが、既に説明した図２に示すように
金属層が直交するように形成されたメッシュ状とすることができる。また、上記金属電極
の厚みとしては、具体的には１０００Å～５０００Åの範囲内とすることができる。
　また、上記金属電極のパターン、すなわち、パターン状の金属層により形成されるパタ
ーンとしては、同一幅で形成されたものや、既に説明した図１および２に示すように、直
線状に伸びるライン部とライン部から防出した膨出部とを有するものとすることができる
。また、本発明における金属電極の開口率としては、所望の光透過性を有するものとする
ことができるものであれば特に限定されるものではなく、本発明のタッチパネルセンサの
用途等に応じて適宜設定されるものであるが、例えば、本発明のタッチパネルセンサの全
光線透過率が８４％以上となる開口率であることが好ましく、なかでも、８６％以上とな
る開口率であることが好ましい。
　なお、このような全光線透過率となる開口率としては、本発明のタッチパネルセンサの
種類等により異なるものであるが、９０％以上とすることが好ましく、なかでも、９３％
以上であることが好ましく、特に、９５％以上であることが好ましい。本発明のタッチパ
ネルセンサをタッチパネルセンサ付表示装置に用いた場合に、視認性に優れたものとする
ことができるからである。
　なお、上記金属電極の面積とは、開口部を含む領域の面積をいうものである。具体的に
は、図５に示す例における金属電極２ａの外周で囲まれる面積をいうものであり、ａ×ｂ
で示されるものである。また、金属電極の開口率とは、上記金属電極の面積に占める開口
部の面積の割合をいうものである。
【００２８】
　本発明における金属層がメッシュ状である場合の金属層の線幅としては、接触位置を精
度良く検出できるものであれば特に限定されるものではないが、１μｍ～１０μｍの範囲
内であることが好ましく、なかでも、２μｍ～７μｍの範囲内であることが好ましく、特
に３μｍ～５μｍの範囲内であることが好ましい。上記線幅が上記範囲内であることによ
り、本発明のタッチパネルセンサをタッチパネル付表示装置に用いた際に、表示装置に表
示される情報の視認性に優れたものとすることができるからである。
【００２９】
　本発明における金属電極の形成方法としては、高精細に形成可能な方法であれば特に限
定されるものではなく、透明基材上に、金属層および後述する無機酸化物材料からなる密
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着層をこの順で形成した後に、上記密着層上にパターン状にレジストを形成し、上記レジ
ストをマスクとしてエッチングし、その後、低反射処理を行う方法を挙げることができる
。
　また、上記金属層および密着層の形成方法としては、タッチパネルセンサの製造方法と
して一般的な方法を用いることができ、例えば、真空蒸着、スパッタリング法、ＣＶＤ法
、イオンプレーティング法等のドライプロセスを用いる方法を挙げることができる。
　なお、エッチングに用いられるエッチング液としては、上記金属層を構成する金属材料
等に応じて適宜設定されるものである。具体的には、金属層が銀や、ＡＰＣ等からなる場
合には、燐酸、硝酸、酢酸の混合水溶液である燐硝酢酸等を用いることができる。
【００３０】
（２）透明電極
　本発明における透明電極は、上記透明基材の他方の表面上に形成されるものである。
【００３１】
　本発明における透明電極材料としては、タッチパネルに一般的に用いられるものを使用
することができ、例えば、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化インジウム、
アンチモン添加酸化錫、フッ素添加酸化錫、アルミニウム添加酸化亜鉛、カリウム添加酸
化亜鉛、シリコン添加酸化亜鉛や、酸化亜鉛－酸化錫系、酸化インジウム－酸化錫系、酸
化亜鉛－酸化インジウム－酸化マグネシウム系などの金属酸化物や、これらの金属酸化物
が２種以上複合された材料が挙げられる。
【００３２】
　上記透明電極の平面視上のパターンおよび厚みについては、特開２０１１－２１０１７
６号公報等の一般的なタッチパネルセンサと同様とすることができる。具体的には、上記
金属電極と同様とすることができる。
【００３３】
　上記透明電極の形成方法としては、上記透明電極を安定的に形成できる方法であれば特
に限定されるものではなく、例えば、上記透明基材上に、上記透明電極材料からなる透明
電極材料層を形成した後に、上記透明電極材料層上にパターン状にレジストを形成し、上
記レジストをマスクとしてエッチングする方法を挙げることができる。
　ここで、透明電極材料層の形成方法としては、タッチパネルセンサの製造方法として一
般的な方法を用いることができ、上記金属層の形成方法と同様とすることができる。
　また、エッチングに用いられるエッチング液としては、上記透明電極材料層を構成する
透明電極材料等に応じて適宜設定されるものである。具体的には、上記透明電極材料層が
ＩＴＯからなる場合には、塩化第二鉄と塩酸の混合水溶液を用いることができる。
【００３４】
（３）センサ電極
　本発明におけるセンサ電極の上記透明基材に対する形成箇所は、上記金属電極が上記透
明基材の一方の表面上に形成され、上記透明電極が上記透明基材の他方の表面上に形成さ
れるものである。
　ここで、上記金属電極が上記透明基材の一方の表面上に形成され、上記透明電極が上記
透明基材の他方の表面上に形成されるとは、両電極間が絶縁され、かつ、平面視上、金属
電極の表面、すなわち、金属電極の透明基材との接着面の反対側表面および上記透明電極
の透明基材との接着面側表面が、同一方向を向くように形成されてるものであれば特に限
定されるものではない。
　したがって、既に説明したように、上記金属電極および透明電極が同一の透明基材上に
形成されるものであっても良いが、図６～図７に例示するように、絶縁層６を介して異な
る透明基材上に形成されるものであっても良い。
　本発明においては、なかでも、同一の透明基材上に形成されることが好ましい。両面タ
イプタッチパネルセンサとすることにより、部材数が少なくタッチパネルの薄膜化や、ロ
ールトゥロールプロセスによる製造が可能となることによる生産性向上等を図ることがで
きるからである。また、２枚の基板を貼り合わせる必要がないため、金属電極および透明
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電極間の位置ずれ等の不具合を回避することができる。したがって、接触位置を精度良く
検出可能なものとすることができるからである。
　なお、図６～図７中の符号については、図３と同一の部材を示すものであるので、ここ
での説明は省略する。
【００３５】
２．透明基材
　本発明における透明基材は、上記センサ電極が形成されるものである。
【００３６】
　本発明における透明基材を構成する材料としては、透明性を有し、所望の絶縁性を有す
るものであれば特に限定されるものではなく、タッチパネルセンサに一般的に用いられる
ものを使用することができる。
　具体的には、ガラス等の無機材料や、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等のポリ
エステル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリカーボネート等の樹脂材料を挙げることができる
。
　なお、上記金属電極および透明電極がそれぞれ異なる透明基材上に形成される場合には
、それぞれの透明基材は同一材料からなるものであっても良く、異なる材料からなるもの
であっても良い。
【００３７】
　本発明における透明基材の厚みとしては、上記センサ電極等を安定的に支持できるもの
であれば特に限定されるものではなく、可撓性を有するフィルム状となるものであっても
良く、板状となるものであっても良い。本発明においては、なかでも、可撓性を有するフ
ィルム状となるものであることが好ましく、上記絶縁基材が樹脂材料からなる場合には、
具体的には、５０μｍ～３００μｍの範囲内とすることが好ましい。
【００３８】
　本発明における透明基材は、単層からなるものであっても良く、複数層からなるもので
あっても良い。
　なお、複数層からなる場合に積層される層としては、上記材料からなる層以外に、ハー
ドコート層、密着調整層、低屈折率層および高屈折率層等を挙げることができる。特に、
上記透明電極側に低屈折率層および高屈折率層を有することが好ましい。所定の厚みの上
記低屈折率層および高屈折率層を有することにより、上記透明電極が形成された領域およ
び形成されていない領域の透過率および反射率を、同程度のものとし、上記透明電極の不
可視性を向上させることができるからである。
【００３９】
　上記ハードコート層としては、タッチパネルセンサに用いられる透明基材に一般的に用
いられるものを使用することができ、例えば、光硬化性アクリル樹脂からなるものを挙げ
ることができる。
【００４０】
　上記密着調整層としては、上記センサ電極の透明基材に対する密着性を向上可能なもの
であれば特に限定されるものではないが、例えば、モリブデンニオブ（ＭｏＮｂ）、酸化
珪素（ＳｉＯ２）、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）等からなる層を挙げることができる。本
発明においては、なかでも、ＭｏＮｂからなる層を含むことが好ましく、なかでも、透明
基材の内側からＳｉＯ２からなる層またはＮｂ２Ｏ５からなる層、およびＭｏＮｂからな
る層がこの順で積層したものであることが好ましく、ＳｉＯ２からなる層およびＭｏＮｂ
からなる層がこの順で積層したものであることが好ましい。センサ電極との密着性に優れ
たものとすることができるからである。
【００４１】
４．タッチパネルセンサ
　本発明のタッチパネルセンサは、透明基材およびセンサ電極を少なくとも有するもので
あるが、必要に応じて他の構成を有するものであっても良い。
　このような他の構成としては、例えば、上記センサ電極に接続される引き回し配線およ
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び引き回し配線によりセンサ電極に接続される外部接続端子等を挙げることができる。ま
た、上記引き回し配線を覆うように形成される保護層等を挙げることができる。
　また、本発明においては、上記透明基材の上記金属電極が形成された表面上に、上記金
属電極と電気的に接続されていないダミーパターンを有することが好ましい。上記ダミー
パターンを有することにより、上述の低反射処理された金属層からなる金属電極が形成さ
れたパターンの不可視性を向上することができるからである。より具体的には、遮光性の
金属電極のパターンと、そのような金属電極が形成されていない領域とが存在すると、金
属電極のパターンが形成されている領域のみが光透過率が低い領域として認識されやすく
なる場合がある。これに対して、上記金属電極の形成されていない領域にダミーパターン
を形成することにより、上記金属電極のパターンが光透過率の低い領域として認識される
ことを抑制できるからである。
　図８は、上記ダミーパターン４を有する場合の一例を示す概略平面図であり、図９は、
図８のＤ－Ｄ線断面図である。
【００４２】
　このようなダミーパターンを構成するダミーパターン層としては、上記金属電極のパタ
ーンの不可視性を向上させることができるものであれば特に限定されるものではなく、樹
脂からなるものであっても良いが、低反射処理された金属層であることが好ましく、なか
でも、上記金属電極と同一の低反射処理された金属層であることが好ましい。上記ダミー
パターン層が上記材料からなるものであることにより、上記金属電極の色調と同一とする
ことができ、上記金属電極の不可視性を効果的に向上させることができるからである。ま
た、上記金属電極と同時にダミーパターンを形成することができ、低コストなものとする
ことができるからである。
【００４３】
　上記ダミーパターンを構成するダミーパターン層の平面視上のパターンとしては、上記
金属電極のパターンの不可視性を向上させることができる開口部を有するものであれば特
に限定されるものではないが、上記金属層と同一のパターンであることが好ましい。具体
的には、上記金属電極を構成する金属層の平面視上のパターンが、既に説明した図２に示
すように金属層が直交するように形成されたメッシュ状である場合には、上記ダミーパタ
ーン層の平面視上のパターンも、既に説明した図８～図９に示すように上記金属層と同一
のメッシュ状であることが好ましい。
　また、上記ダミーパターン層がメッシュ状である場合のダミーパターン層の線幅として
は、上記金属層がメッシュ状である場合の金属層の線幅と同様とすることができ、なかで
も、上記金属層と同一の線幅であることが好ましい。
【００４４】
　また、上記金属層およびダミーパターン層の、上記金属電極およびダミーパターンの間
における平面視上のパターンとしては、上記金属電極のパターンの不可視性を向上させる
ことができるものであれば特に限定されるものではないが、上記金属層および上記ダミー
パターン層がメッシュ状パターンである場合には、金属電極およびダミーパターンから、
それぞれダミーパターンおよび金属電極に向かって延長された金属層およびダミーパター
ン層である延長金属層および延長ダミーパターン層を有するものであることが好ましく、
なかでも、延長金属層および延長ダミーパターン層の長さが、それぞれ隣接する延長金属
層および延長ダミーパターン層の長さと異なるものであることが好ましい。上記パターン
であることにより、延長金属層および延長ダミーパターン層の隙間を不可視性に優れたも
のとすることができるからである。これに対して、延長金属層および延長ダミーパターン
層の長さが一定であると、延長金属層および延長ダミーパターン層の隙間が一直線状に並
び、その隙間の不可視性が低下し、視認されやすいものとなる可能性があるからである。
　また、本発明における延長金属層および延長ダミーパターン層の隙間としては、両者の
隙間を不可視性に優れ、かつ、両者が安定的に電気的に接続されていないものとすること
ができるものであれば特に限定されるものではないが、メッシュ状の金属層の線幅と同程
度の幅であることが好ましい。安定的に電気的に接続されていないものとすることができ
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るからである。また、上記金属電極およびダミーパターンの間の領域を光透過率が高い領
域として認識されることを抑制できるからである。
　なお、図１０は、ダミーパターンを説明する説明図であり、延長金属層２ｃおよび延長
ダミーパターン層４ｃを有する場合の一例を示すものである。なお、この例において、ダ
ミーパターン４を構成するダミーパターン層４ｃは、金属電極２ａを構成する金属層２Ｘ
と同一材料からなり、かつ、同一メッシュ状パターンである。また、延長金属層２ｃおよ
び延長ダミーパターン層４ｃは、それぞれ隣接する延長金属層２ｃおよび延長ダミーパタ
ーン層４ｃと長さが異なるものであり、両者の隙間ｈが一直線状に配置されないものであ
る。
【００４５】
　上記ダミーパターンの平面視上のパターンとしては、上記金属電極のパターンの不可視
性を向上させることができるものであれば特に限定されるものではなく、金属電極が形成
されていない領域に形成されるものであれば良いが、アクティブエリア全域の開口率、す
なわち、上記アクティブエリアの全面積に占める上記金属電極およびダミーパターンの開
口部の合計面積の割合、さらに言い換えると、上記アクティブエリアの全面積に占める上
記金属電極を構成する金属層およびダミーパターンを構成するダミーパターン層以外の領
域の面積の割合を、上記金属電極の開口率±５％以内とするパターンであることが好まし
く、なかでも、上記金属電極の開口率±２％以内とするパターンであることが好ましく、
特に上記金属電極の開口率±１％以内とするパターンであることが好ましい。上記パター
ンが上述の開口率を有するものであることにより、上記金属電極のパターンの不可視性を
向上できるからである。
　なお、上記面積の下限については上記金属電極の開口率に近ければ近い程好ましいため
、ここでは特に限定しない。
　また、アクティブエリア全域の開口率とは、アクティブエリア内の任意に選択される全
ての５０ｍｍ×５０ｍｍの領域が満たすことができる開口率をいうものである。
【００４６】
　上記金属電極およびダミーパターンの間隔としては、上記金属電極のパターンの不可視
性を向上させることができるものであれば特に限定されるものではないが、上記金属層お
よび上記ダミーパターン層の両者が１種類の線幅で形成された正方形状のメッシュ状パタ
ーンである場合には、上記金属電極およびダミーパターンの間隔をＰ５とし、上記メッシ
ュ間隔をＰとした場合に、図１１に例示するように、Ｐ５≦Ｐとなること、すなわち、金
属電極およびダミーパターンの間隔が、金属層およびダミーパターン層のメッシュ間隔よ
りも狭いことが好ましく、なかでも、Ｐ／２≦Ｐ５≦Ｐであることが好ましい。上記間隔
であることにより、アクティブエリア全域の開口率を一定なものとすることが容易だから
である。
　なお、上記金属電極およびダミーパターンの間隔は、上記金属電極およびダミーパター
ンが延長された金属層およびダミーパターン層を有する場合は、上記延長された金属層お
よびダミーパターン層を除いた部位の間隔をいうものである。
　また、図１１中の符号については、図９と同一の部材を示すものであるので、ここでの
説明は省略する。
【００４７】
　なお、上記金属電極およびダミーパターンの間隔が上述の範囲内であることが好ましい
理由については、以下のように考えられる。
　すなわち、既に説明した図１１に示すように、上記金属層が、列線幅Ｗ１、行線幅Ｗ２
、列間隔Ｐ１、行間隔Ｐ２のメッシュ状、ダミーパターン層が、列線幅Ｗ３、行線幅Ｗ４
、列間隔Ｐ３、行間隔Ｐ４のメッシュ状、金属電極およびダミーパターンの間隔がＰ５で
ある場合を想定する。なお、上記各間隔は、各列線および各行線の中心線から隣接する各
列線または各行線の中心線までの距離をいうものである。
　ここで、上記金属電極およびダミーパターンの間の間隔部についてみると、金属層およ
びダミーパターン層の行線がない間隔部（図１１中のＡで示される行方向の長さがＰ１／
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２＋Ｐ５＋Ｐ３／２である部位）の列方向の単位長さ当たりの遮光率Ａは、遮光率Ａ＝（
Ｗ１＋Ｗ３）／（Ｐ１／２＋Ｐ５＋Ｐ３／２）となる。
　また、金属電極およびダミーパターンの金属層およびダミーパターン層の行線がない内
部（図１１中のＢで示される行方向の長さがＰ１である部位およびＣで示される行方向の
長さがＰ３である部位）の単位長さ当たりの遮光率ＢおよびＣは、それぞれＷ１／Ｐ１お
よびＷ３／Ｐ３となる。
　ここで、Ｐ１＝Ｐ２＝Ｐ３＝Ｐ４＝Ｐ、Ｗ１＝Ｗ２＝Ｗ３＝Ｗ４＝Ｗとした場合、金属
電極の内部の遮光率Ｂ＝ダミーパターンの内部の遮光率Ｃ＝Ｗ／Ｐ、間隔部の遮光率Ａ＝
２Ｗ／（Ｐ＋Ｐ５）となる。
　よって、金属電極の内部の遮光率Ｂ＝ダミーパターンの内部の遮光率Ｃ＝間隔部の遮光
率Ａとするには、Ｐ５＝Ｐであることが要求される。
【００４８】
　一方、金属層およびパターン層の行線が存在する間隔部（図１１中のＤで示される行方
向の長さがＰ１／２＋Ｐ５＋Ｐ３／２であり列方向の長さがＰ２（＝Ｐ４）である部位）
の遮光率Ｄは、（Ｐ１Ｗ２／２＋Ｐ２Ｗ１－Ｗ１Ｗ２＋Ｐ３Ｗ４／２＋Ｐ４Ｗ３－Ｗ３Ｗ
４）／（（Ｐ１／２＋Ｐ５＋Ｐ３／２）×Ｐ２）となる。
　また、上記金属電極およびダミーパターンの内部（それぞれ、図１１中のＥで示される
行方向の長さがＰ１であり列方向の長さがＰ２である部位およびＦで示される行方向の長
さがＰ３であり列方向の長さがＰ４である部位）の遮光率Ｅおよび遮光率Ｆは、それぞれ
、（Ｗ１Ｐ２＋Ｗ２Ｐ１－Ｗ１Ｗ２）／Ｐ１Ｐ２および（Ｗ３Ｐ４＋Ｗ４Ｐ３－Ｗ３Ｗ４
）／Ｐ３Ｐ４となる。
　ここで、Ｐ１＝Ｐ２＝Ｐ３＝Ｐ４＝Ｐ、Ｗ１＝Ｗ２＝Ｗ３＝Ｗ４＝Ｗとすると、金属電
極の内部の遮光率Ｅ＝ダミーパターンの内部の遮光率Ｆ＝（２ＰＷ－Ｗ２）／Ｐ２となり
、間隔部の遮光率Ｄ＝（３ＰＷ－２Ｗ２）／（Ｐ（Ｐ＋Ｐ５））となる。
　よって、金属電極の内部遮光率Ｅ＝ダミーパターンの内部遮光率Ｆ＝間隔部の遮光率Ｄ
とするには、Ｐ５＝Ｐ２（１－Ｗ／Ｐ）／２Ｐ（１－Ｗ／２Ｐ）＝Ｐ（１－Ｗ／Ｐ）／（
１－Ｗ／２Ｐ）となることが要求され、Ｐ＞＞ＷにてＷ／Ｐ≒０となり、Ｐ５≒Ｐ／２で
あることが要求される。
　以上のことから、上記金属層およびダミーパターン層が同一の線幅で形成された同一の
メッシュ状パターンである場合における上記間隔は、Ｐ／２≦Ｐ５≦Ｐであることが好ま
しいものになるからである。
【００４９】
　上記引き回し配線および外部接続端子としては、一般的なタッチパネルセンサに用いら
れるものと同様とすることができる。具体的には、上記金属電極と同材料からなるものを
用いることができる。また、引き回し配線の線幅として、０．０２ｍｍ～０．２ｍｍ程度
とすることができる。
【００５０】
　上記保護層としては、絶縁性を有するものであれば特に限定されるものではないが、上
記センサ電極を覆うように形成されるものである場合には、透明性を有するものであるこ
とが好ましい。
　このような絶縁性および透明性を有する保護層としては、例えば、アクリル樹脂やＳｉ
Ｏ２等の無機材料等からなるものを挙げることができる。
【００５１】
Ｂ．タッチパネル付表示装置
　次に、本発明のタッチパネル付表示装置について説明する。
　本発明のタッチパネル付表示装置は、上述のタッチパネルセンサと、上記タッチパネル
センサの一方の表面上に形成された表示装置と、を有することを特徴とするものである。
【００５２】
　このようなタッチパネル付表示装置について、図を参照して説明する。図１２は、本発
明のタッチパネル付表示装置の一例を示す概略断面図である。図１２に示すように、本発
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明のタッチパネル付表示装置２０は、タッチパネルセンサ１０と、上記タッチパネルセン
サ１０の一方の表面上に接着層２１を介して形成された表示装置２２と、上記タッチパネ
ルセンサ１０の他方の表面上に接着層２１を介して形成されたカバーレンズ２３と、を有
するものである。
【００５３】
　本発明によれば、上述のタッチパネルセンサを有することにより、高感度かつ視認性に
優れたタッチパネル付表示装置を形成可能なものとすることができる。
【００５４】
　本発明のタッチパネル付表示装置は、上記タッチパネルセンサおよび表示装置を少なく
とも有するものである。
　以下、本発明のタッチパネル付表示装置の各構成について詳細に説明する。
　なお、本発明におけるタッチパネルセンサについては、上記「Ａ．タッチパネルセンサ
」の項に記載の内容と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００５５】
１．表示装置
　本発明における表示装置は、上記タッチパネルセンサの一方の表面上に形成されるもの
である。
　このような表示装置としては、情報を表示可能なものであれば特に限定されるものでは
なく、一般的にタッチパネルと共に用いられるものを使用することができる。
　具体的には、液晶表示装置、有機または無機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装
置、電子ペーパー等を挙げることができる。
【００５６】
２．タッチパネル付表示装置
　本発明のタッチパネル付表示装置は、上記タッチパネルセンサおよび表示装置を少なく
とも有するものであるが、必要に応じて他の構成を有するものであっても良い。
　このような他の構成としては、例えば、上記タッチパネルセンサおよび表示装置を接着
させる接着層や、上記タッチパネルセンサの上記表示装置が形成された表面とは反対側の
表面上に接着層を介して形成されるカバーレンズ、上記タッチパネルセンサの接触位置を
信号子として検知する制御部、上記制御部およびタッチパネルセンサを接続するフレキシ
ブルプリント配線板等を挙げることができる。
【００５７】
　なお、このような接着層や、カバーレンズ、フレキシブルプリント配線板等については
、タッチパネル付の表示装置に一般的に用いられるものを使用することができるため、こ
こでの説明は省略する。
　具体的には、上記接着層としては、光硬化性樹脂からなるものや、アクリル系粘着剤、
光学透明両面テープ（ＯＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｌｅａｒ Ａｄｈｅｓｉｖｅ）テープ）
を用いることができる。
　上記カバーレンズとしては、化学強化ガラス、ソーダガラス、石英ガラス、無アルカリ
ガラス等のガラス類、ポリカーボネート、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エ
ステルなどの樹脂類、および他の無機材料類等からなるものを挙げることができる。
　また、上記フレキシブルプリント配線板としては、具体的には、特開２０１１－２１０
１７６号公報に記載されたものと同様とすることができる。
【００５８】
Ｃ．タッチパネルセンサの製造方法
　次に、本発明のタッチパネルセンサの製造方法について説明する。
　本発明のタッチパネルセンサの製造方法は、透明基材と、上記透明基材の一方の表面上
に形成された金属電極および上記透明基材の他方の表面上に形成された透明電極からなる
センサ電極と、を有し、上記金属電極が、表面が低反射処理された金属層からなるタッチ
パネルセンサの製造方法であって、上記透明基材の一方の表面上にのみ上記金属層が積層
されてなる積層体を準備する準備工程と、上記金属層上にパターン状のレジストを形成す
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るレジスト形成工程と、上記レジストをマスクとして、上記金属層をエッチングするエッ
チング工程と、上記金属層に対して低反射処理を行う低反射処理工程と、を有することを
特徴とするものである。
【００５９】
　このようなタッチパネルセンサの製造方法について、図を参照して説明する。図１３～
図１４は、本発明のタッチパネルセンサの製造方法の一例を示す工程図である。図１３～
図１４に示すように、本発明のタッチパネルセンサの製造方法は、透明基材１の一方の表
面上に、金属材料からなる金属層２Ｘおよび無機酸化物材料からなる密着層３Ｘがこの順
で積層し、上記透明基材１の他方の表面上に、透明電極材料からなる透明電極材料層２Ｙ
および金属材料からなる金属層２Ｘがこの順で積層された積層体３０を準備し（図１３（
ａ））、上記積層体３０の透明基材の一方の表面上に形成された密着層３Ｘおよび他方の
表面上に形成された金属層２Ｘ上にパターン状のレジスト３１を形成する（図１３（ｂ）
）。その後、上記レジスト３１をマスクとして、燐硝酢酸等でエッチングすることにより
上記透明基材１の一方の表面上に形成された金属層２Ｘおよび密着層３Ｘならびに他方の
表面上に形成された金属層２Ｘをパターニングし、次いで、レジスト３１をマスクとして
塩化鉄等を用いて透明電極材料層２Ｙをエッチングした後（図１３（ｃ））、レジスト３
１を剥離する(図１３（ｄ）)。
【００６０】
　次いで、パターニングされた積層体にレジスト３１をコーティングし露光および現像に
より透明電極材料層２Ｙが形成されている他方の表面上のアクティブエリア内のレジスト
を除去し(図１４（ａ）)、燐硝酢酸等で他方の表面上のアクティブエリア内の金属層２Ｘ
をエッチングすることにより、パターン状の透明電極２ｂを形成し（図１４（ｂ））、次
いで、残存するレジスト３１を剥離して、一方の表面上に形成された金属層２Ｘ、または
他方の表面上に形成された透明電極材料層２Ｙおよび金属層２Ｘからなる引き回し配線５
を形成した（図１４（ｃ））。その後、一方の表面上のアクティブエリア内の金属層２Ｘ
に対して低反射処理を行い、低反射処理された金属層２Ｘからなる金属電極２ａを形成す
ることによりタッチパネルセンサ１０を形成するものである(図１４（ｄ）)。
　なお、図１３(ａ)が準備工程および密着層形成工程であり、図１３（ｂ）がレジスト形
成工程であり、図１３（ｃ）～（ｄ）がエッチング工程であり、図１４（ｄ）が低反射処
理工程である。また、この例においては、低反射処理として黒化処理を行うものであり、
黒化処理により密着層が剥離されるものであり、引き回し配線に含まれる金属層２Ｘも低
反射処理されるものであるが、マスキングにより黒化処理しないものであっても良い。
【００６１】
　本発明によれば、上記低反射処理工程を有することにより、不可視性に優れた金属電極
を形成することができる。このため、タッチパネルセンサ付表示装置とした際に、視認性
に優れたものとすることができる。
【００６２】
　本発明のタッチパネルセンサの製造方法は、上記準備工程、レジスト形成工程、エッチ
ング工程および低反射処理工程を少なくとも有するものである。
　以下、本発明のタッチパネルセンサの製造方法に含まれる各工程について詳細に説明す
る。
【００６３】
１．準備工程
　本発明における準備工程は、透明基材の一方の表面上にのみ上記金属層が積層されてな
る積層体を準備する工程である。
　なお、本工程において、透明基材の一方の表面上にのみ上記金属層が積層されるとは、
上記透明基材の一方の表面上にのみ金属電極を形成するための金属層が形成されることを
示すものであり、通常、透明基材の一方の表面上にのみ金属層が直接形成されるものであ
る。また、透明基材の他方の表面上に、透明電極を形成するための透明電極材料層を介し
て金属層が形成されている場合も含むものである。
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【００６４】
　また、本工程における金属層を形成する方法、本工程により形成される金属層の厚み、
これらを構成する金属材料および透明基材については、上記「Ａ．タッチパネルセンサ」
の項に記載の内容と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【００６５】
２．レジスト形成工程
　本発明におけるレジスト形成工程は、上記金属層上にパターン状のレジストを形成する
工程である。
【００６６】
　本工程に用いられるレジストを構成するレジスト材料としては、金属層のエッチングに
用いられるエッチング液に対して耐性を有するものであれば特に限定されるものではなく
、一般的に用いられる感光性樹脂レジスト材料を使用することができる。具体的には、ノ
ボラック系のポジ型レジスト、環化ゴム系ネガ型フォトレジストを好適に使用することが
できる。ノボラック系のポジ型レジストの具体的な製品名としては、ローム・アンド・ハ
ース電子材料社の製品である「ＳＣ５００」、同社製品である「ＦＲ１０００」、等を好
適に使用することができる。また、環化ゴム系ネガレジストの具体的な製品名としては、
東京応化工業（株）製ＯＭＲ８５等を好適に使用することができる。
【００６７】
　本工程におけるパターン状のレジストの形成箇所としては、上記金属電極を形成する箇
所、より具体的には、上記金属電極を構成する金属層が形成される箇所に開口を有するも
のであれば特に限定されるものではないが、上記ダミーパターンが形成される箇所、すな
わち、上記ダミーパターンを構成するダミーパターン層が形成される箇所に開口を有する
ものであることが好ましい。上記金属電極の形成と同時にダミーパターンを容易に形成す
ることができるからである。
【００６８】
　また、本工程においてパターン状のレジストを形成する方法としては、一般的なレジス
トのパターニング方法を用いることができ、例えば、感光性樹脂レジスト材料の場合には
所望のパターンの開口部を有するマスクを介して露光し、その後、現像することにより行
う方法を挙げることができる。
【００６９】
３．エッチング工程
　本発明におけるエッチング工程は、上記レジストをマスクとして、上記金属層をエッチ
ングする工程である。
【００７０】
　本工程において、上記金属層のエッチングに用いられるエッチング液については、上記
金属層を精度良くエッチングできるものであれば特に限定されるものではなく、具体的に
は、上記「Ａ．タッチパネルセンサ」の項に記載の内容と同様とすることができる。
【００７１】
４．低反射処理工程
　本発明における低反射処理工程は、上記金属層に対して低反射処理を行う工程である。
【００７２】
　本工程における低反射処理については、上記「Ａ．タッチパネルセンサ」の項に記載の
内容と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００７３】
　本工程において、低反射処理される金属層としては、上記金属電極を構成する金属層の
を含むものであれば特に限定されるものではないが、上記金属電極を構成する金属層の全
てを含むものであることが好ましい。
　また、本工程においては、引き回し配線等の他の部材を構成するための金属層について
はレジスト等により被覆し低反射処理しないものであっても良い。
【００７４】
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　本工程を行うタイミングとしては、上記金属層を安定的に低反射処理できるものであれ
ば特に限定されるものではなく、上記レジスト形成工程の前またはエッチング工程の後と
することができる。
【００７５】
５．タッチパネルセンサの製造方法
　本発明のタッチパネルセンサの製造方法は、上記準備工程、レジスト形成工程、エッチ
ング工程および低反射処理工程を少なくとも有するものであるが、必要に応じて他の工程
を有するものであっても良い。
　このような他の工程としては、上記透明電極を形成する透明電極形成工程を挙げること
ができる。上記透明電極形成工程における透明電極の形成方法としては、上記透明電極を
安定的に形成できる方法であれば特に限定されるものではなく、具体的には、上記「Ａ．
タッチパネルセンサ」の項に記載の内容と同様とすることができる。
　また、上記透明電極形成工程の実施タイミングについては、上記低反射処理工程後に行
うものであっても良いが、上記センサ電極が同一透明基材上に形成される場合には、上記
準備工程、レジスト形成工程およびエッチング工程と同一タイミングで行われることが好
ましい。生産性に優れたものとすることができるからである。
【００７６】
　また、本発明においては、上記準備工程およびレジスト形成工程の間に、上記金属層上
に無機酸化物材料からなる密着層を形成する密着層形成工程を有するものであっても良い
。上記密着層を有することにより、高精細な金属電極を形成可能とすることができるから
である。
　ここで、上記密着層を形成することにより、高精細な金属電極を形成可能な理由につい
ては、以下のように推察される。
　すなわち、無機酸化物材料からなる膜は、一般的に金属材料からなる膜よりも表面が荒
れていることから、上記無機酸化物材料からなる密着層を有することにより、上記金属層
上に直接レジストを形成する場合と比較して、レジストを密着性良く形成することができ
る。このため、このようなレジストを露光および現像によりパターニングした場合には、
上記金属層上に高精細にパターニングされたレジストを形成することができる。また、レ
ジストの密着性不良によるパターン欠損（断線）やパターンの変形（蛇行等）を防ぐこと
ができるからである。
【００７７】
　このような密着層形成工程における密着層を構成する無機酸化物材料としては、上記金
属材料からなる金属層よりレジストに対する密着性に優れる密着層を形成可能なものであ
れば特に限定されるものではなく、透明性を有していても良く、非透明性であっても良い
。本発明においては、なかでも、導電性を有するものであることが好ましい。外部接続端
子等の他の部材と電気的に接続するための部材が、上記金属電極と共に金属層から形成さ
れる場合であっても、上記密着層を剥離等することを不要とすることができるからである
。
【００７８】
　上記無機酸化物材料としては、具体的には、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）、酸化亜鉛
、酸化インジウム、アンチモン添加酸化スズ、フッ素添加酸化スズ、アルミニウム添加酸
化亜鉛、カリウム添加酸化亜鉛、シリコン添加酸化亜鉛、酸化亜鉛－酸化スズ系、酸化イ
ンジウム－酸化スズ系、酸化亜鉛－酸化インジウム－酸化マグネシウム系等を挙げること
ができ、なかでも、上記金属電極を構成する金属材料と同一のエッチング液でエッチング
可能なものであることが好ましい。
　具体的には、上記金属層を構成する金属材料が銀、パラジウム、銅の合金であるＡＰＣ
等である場合には、ＩＴＯ、アルミニウム添加酸化亜鉛等が好ましく、なかでも、ＩＴＯ
が好ましい。上記材料であることにより、レジストに対して密着性に優れたものとするこ
とができるからである。金属電極を構成する材料と同一のエッチング液を用いることがで
きることにより、生産性に優れたものとすることができるからである。
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【００７９】
　本工程における無機酸化物材料の密着層内における状態としては、結晶状であっても良
く、非晶質状であっても良いが、非晶質状であることが好ましい。
　上記状態が非晶質状であることによりエッチングが容易なものとすることができるから
である。
　特に無機酸化物材料が非晶質ＩＴＯである場合は、弱酸にてエッチング容易であり、強
酸では短時間でエッチングすることができる為、エッチング時間短縮による生産性向上が
望め、またレジストのエッチング液耐久性に余裕ができるため欠陥等の面での品質向上も
望める。特に後述する金属電極の低反射処理として黒化処理を塩酸等を含む酸性黒化処理
液にて行う場合、黒化に先立って、金属電極上の非晶質ＩＴＯが黒化処理液にて溶解剥離
され、続いて金属電極表面が黒化処理が進行するので、黒化処理を容易に行うことができ
るといった利点がある。
　なお、非晶質であることは、Ｘ線解析や電子線解析によって得られる回折パターンによ
り判別することができる。本発明においては、上記無機酸化物材料が結晶状態となってい
る際の回折パターンの最大ピークの高さ（最大回折強度）を１とした場合、同一条件下で
測定された上記最大ピークに対応する位置での回折強度が１より小さくなっていることに
より判別することができる。本発明においては、なかでも、上記最大ピークの回折強度の
比が０．５以下であることが好ましい。エッチングのより容易なものとすることができる
からである。
【００８０】
　上記密着層の厚みとしては、上記レジストに対して密着性に優れる密着層を形成可能な
ものであれば特に限定されるものではなく、上記密着層の形成方法等に応じて適宜設定さ
れるものである。
　具体的には、上記密着層が真空蒸着法等のドライプロセスにより形成される場合には、
１０Å～３００Åの範囲内とすることができ、なかでも、２５Å～１００Åの範囲内であ
ることが好ましい。上記厚みが上述の範囲内であることにより、エッチングによる形成が
容易な密着層とすることができるからである。
【００８１】
　本工程における密着層を形成する方法としては、上記密着層を安定的に形成できる方法
であれば特に限定されるものではなく、上記金属層を形成する方法と同様とすることがで
きる。
　また、無機酸化物材料の密着層内における状態を結晶状とする方法としては、加熱処理
を行う方法等の一般的な方法を用いることができる。
　また、非晶質状とする方法としては、上述のような加熱処理を行わない方法や、特開２
００３－１６８５８号公報に記載される成膜時の水蒸気分圧を大きくする方法を挙げるこ
とができる。
【００８２】
　また、上記密着層形成工程を行った場合には、上記エッチング工程前に、上記レジスト
をマスクとして、密着層をエッチングする密着層エッチング工程を行う必要がある。
　このような密着層エッチング工程における密着層のエッチング方法としては、上記エッ
チング工程において用いられるエッチング液と異なるエッチング液でエッチングする方法
、すなわち、密着層エッチング工程および上記エッチング工程をこの順で行う２段階処理
を行う方法であっても良く、両者を同一のエッチング液で行う方法、すなわち、本工程お
よび上記エッチング工程を同時に行う方法であって良い。
　なかでも本工程においては、本工程および上記エッチング工程を同時に行う方法である
ことが好ましい。工程を簡略化できるからである。
【００８３】
　上記密着層のエッチングに用いられるエッチング液については上記密着層を精度よくエ
ッチングできるものであれば特に限定されるものではなく、タッチパネルセンサに一般的
に用いられるものを使用することができる。具体的には、密着層が非晶質ＩＴＯからなる
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場合には、燐硝酢酸等を用いることができる。
【００８４】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００８５】
［実施例１］
　透明基材（透明フィルム基材）として、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）フィル
ムを用いた。ＰＥＴフィルムの片側にＡＰＣ合金（金属層）および非晶質ＩＴＯ（無機酸
化物層）をこの順で反対側にＩＴＯおよびＡＰＣ合金を成膜した後、両面にポジ型感光樹
脂(レジスト)を塗布し、フォトリソグラフィー法によってパターニングした。ここで、レ
ジストのパターンは、片側に５μｍ幅のメッシュ状のセンサ電極および０．０２～０．０
５ｍｍ幅の引き回し配線、接続端子に対応するパターンを有するものとした。反対側には
ＩＴＯセンサ電極形状および引き回し配線、接続端子に対応するパターンを有するものと
した。
　その後、塩化第２鉄塩酸水溶液を用いて、片側のＡＰＣ合金および非晶質ＩＴＯ、なら
びに、反対側のＩＴＯおよびＡＰＣを同時エッチングした。
　次いで、再度レジストパターンを形成し、燐酸、硝酸、酢酸、水を５：５：５：１の割
合（容積比）で配合してなる燐硝酢酸水溶液にて、反対側のアクティブアリアのＡＰＣを
選択的にエッチングした。その後、ポジ型感光樹脂(レジスト)を水酸化カリウム水溶液で
剥離した。
　最後に、片側の接続端子部および反対側全体を、粘着テープにてマスキングした後、酸
化テルル、塩酸、酢酸、水による黒化処理液に浸漬し、非晶質ＩＴＯを溶解剥離すると共
に、メッシュ状金属層（ＡＰＣ合金）表面の黒化処理を行った。なお、黒化処理温度およ
び処理時間はそれぞれ、２５～３５℃および２～５分とした。
　このようにした後、粘着テープを剥離して、タッチパネルセンサを得た。
【００８６】
［比較例１］
　両面金属メッシュタイプのタッチパネルセンサとした以外は、実施例１と同様にしてタ
ッチパネルセンサを得た。
【００８７】
［評価］
　実施例および比較例で作製したタッチパネルセンサのセンサ電極および引き回し配線の
パターンを目視にて観察した。
　その結果、比較例１で作製した両面金属メッシュタイプのタッチパネルセンサの場合、
金属光沢があるのに対し、実施例１で作製した片面金属メッシュ片面ＩＴＯタイプのタッ
チパネルセンサでは金属光沢がない事が確認できた。
【符号の説明】
【００８８】
　１　…　透明基材
　２　…　センサ電極
　３　…　密着層
　４　…　ダミーパターン
　５　…　引き回し配線
　６　…　絶縁層
　１０　…　タッチパネルセンサ
　１２　…　アクティブエリア
　２０　…　タッチパネル付表示装置
　２１　…　接着層
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　２２　…　表示装置
　２３　…　カバーレンズ
　３０　…　積層体
　３１　…　レジスト

【図１】 【図２】
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